
05事例

学校給食費のコンビニ納付
実施により保護者の利便性
を向上
～学校給食費がコンビニ納付可能な歳入である旨を明確化～

地方に対する規制緩和
詳しくは
提案募集方式データベース

QRコードからもアクセスできます

「2９年」
管理番号「226」
で検索!

パートナーカード
PARTNER CARD

ポイント
学校給食費について、口座振替が不能になった場合等には金融機関で納付する
必要があったが、コンビニ納付が可能である旨が明確化されたことにより、保
護者の利便性及び収納率の向上が可能に

銀行等の窓口まで
行くのは面倒…

便利になって
うれしい！

未納金の悩みが
減りそう！

コンビニ納付可能か判断できません…

1.使用料 2.手数料 3.賃貸料 4.物品売払代金

5.寄附金 6.貸付金の元利償還金
※地方自治法施行令 （昭22政令16） 158条より

私人に徴収又は収納の事務を委任可能な歳入

私人に徴収又は収納の事務を委任可能な歳入

1.使用料 2.手数料 3.賃貸料 4.物品売払代金

5.寄附金 6.貸付金の元利償還金

未納金の徴収・督促は
大変なんです。

保護者 教職員

安定した学校給食の運営が
図られ、教育の充実につながる！

コンビニ納付は可能です

（通知）

コンビ
ニOK！
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 提
案

地域の声

学校給食費が物品売払代金に
該当することを明確化

地方

制度上の

支障

学校給食費のコンビニ
納付実施を求める声が
多数寄せられていた
!地域の課題 な

ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

住民サービスの向上

●保護者の利便性が向上
●学校給食費の未納金削減により、
教職員の負担軽減が可能に！

学校給食費が、コンビニ納付が
可能な歳入に該当するか不明確

国

解決策
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